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第 23 回 六ヶ所再処理施設総点検に関する検討会における 

各委員からの御質問の回答について 

平成 19 年 6 月 13 日 
 

株式会社日立製作所 
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 質問・コメント等 回  答 

２ ３．メーカの責任 

日立の責任は日本原燃よりも格段に大

きい。協力会社Ⅰ以下に業務の一部を担当

させることはあってよい。しかしその際

に、計算結果のチェック機能が働いていな

かったことは強く批判される。とりわけキ

ーパーソン（資料中では設計者 B）の人事

的な配置転換（移動）のあり方が結果的に

クロスチェックを無力化にしていた印象

がある。少数の個人に計算や設計のノウハ

ウが集中し他者(上位者)のチェック機構

が作動しないような業務のあり方が実態

であったのかどうか、確認した上で改善方

策が策定されることを望む。 

なお、今回の設計対象物に関して、対象

物またはその同等品が多数製作されるこ

とはなく、設計結果に関する経験知のフィ

ードバックが効きにくい状況であること

が指摘される。いいかえれば今回の耐震計

算という業務は受注段階でただちに、多数

例がある業務よりも強い警戒意識をもっ

てあたるべき業務であるという意識が必

要であった。この点をメーカとして意識し

た対応策が望まれる。 

（１）計算ノウハウの「少数個人への集中」・「他者のチェック機構が作動しないような業務のあり方」について 

日立並びに協力会社Ⅰには、耐震解析や解析コード（CNDYN）に対する知識を有する人材や類似製品の経験者も

多く、計算や設計のノウハウが少数の個人に集中するようなことはなかった。 

また、当社の本件耐震計算に係る審査・承認体制は、当該の担当設計部署以外、適切に運用されていた。 

さらに、協力会社Ⅰに実施させた原子力施設に関する許認可等に係る耐震計算のうち、床応答スペクトルを用い

て本件と同じ解析コードにより解析を行った設備及び誤りの有無を調査した結果、それらの設備の耐震計算につい

て同様の誤りのないことが確認できている。したがって、実態として「他者(上位者)のチェック機構が作動しない

ような業務のあり方」ではなかったと考える。 

なお、本件は、設計実施者以外の者による審査実施の徹底により防止できる事象と考える。 

【参考資料４ 関連スライド】 
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再処理施設の耐震計算に係る審査・承認
体制の運用状況調査(確認結果）

第2CB切
断装置A，

B

燃料移送
水中台車

燃料貯蔵
ラック

バスケット
仮置き架

台

よう素追
出し塔A，

B

高レベル
廃液供給
槽A，B

高レベル
廃液濃縮
缶A，B

第１酸回
収系蒸発

缶A

CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN HISAP CNDYN CNDYN

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

△ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

○ × × × ○ ○ ○ ○

× △ ○ ○ × × × ×

－ － － － － － － －

○ △(注1) ○ ○ ○ ○ ○ ○

第１酸
回収系

精留塔A

プルトニ
ウム溶液

受槽

CNDYN CNDYN

○ －

○ ○

○ ○

× ×

－ －

○ ○

燃料取扱
装置

（BWR燃
料用）

燃料取扱
装置

（PWR燃
料用）

燃料取扱装
置(BWR・

PWR燃料共
用）

第1CB切
断装置A，

B

CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN

○ ○ ○ ○

○：審査・承認ありエビデンスあり
△：審査・承認ありエビデンスなし
×：審査・承認なし

△ △ △ △

○：実施エビデンスあり
△：実施エビデンスなし
×：未実施

× × × ×

○：実施エビデンスあり
△：実施エビデンスなし
×：未実施

× × × ×

○：実施
×：未実施

－ － － －

× × × ×審査・承認体制の評価

①当社が計算書を審
査・承認しているか

②当社が入力データ
を確認しているか

③当社が手計算等に
よる別法により計算結
果を確認しているか

④当社が購入先での
計算の妥当性検証を
確認しているか

床応答スペクトルを用いた解析

機　種　名

解析コード名

当該設計部署

11 -5.

プルトニ
ウム溶液
中間貯槽

第１一時
貯留処理

槽

第２一時
貯留処理

槽

第５一時
貯留処理

槽

CNDYN
CNDYN(本体)
HISAP(コイル)

CNDYN CNDYN

－ － － －

○：審査・承認ありエビデンスあり
△：審査・承認ありエビデンスなし
×：審査・承認なし

○ ○ ○ ○

○：実施エビデンスあり
△：実施エビデンスなし
×：未実施

○ ○ ○ ○

○：実施エビデンスあり
△：実施エビデンスなし
×：未実施

× × × ×

○：実施
×：未実施

－ － － －

○ ○ ○ ○

②当社が入力データ
を確認しているか

③当社が手計算等に
よる別法により計算結
果を確認しているか

④当社が購入先での
計算の妥当性検証を
確認しているか

審査・承認体制の評価

機　種　名

解析コード名

床応答スペクトルを用いた解析

①当社が計算書を審
査・承認しているか

第７一時
貯留処理

槽

第８一時
貯留処理

槽

第２酸
回収系

蒸発缶A

第２酸
回収系

精留塔A

第1低レベ
ル廃液蒸

発缶

第２低レ
ベル廃液
蒸発缶

第１，第２
高レベル
濃縮廃一
時貯槽

極低レベル
廃液貯槽サ
ンプリング
ボックス

CNDYN(本体)
HISAP(コイル)

CNDYN(本体)
HISAP(コイル)

CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN CNDYN

－ － ○ ○ ○ ○ － －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

× × × × × × × △

－ － － － － － － －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

前処理建
屋の配管
の一部

分離建屋
の配管の

一部

NASTRAN
/SAP

HISAP

○/－ ○/－

○ ○

○ ○

× ×

－ －

○ ○

(注1）本件と同様の誤り の無いこ とを確 認した。
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 質問・コメント等 回  答 

２   

 

 

 

 

 

 

【参考資料４ 関連スライド】 
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33 -3.原子力施設への水平展開結果

No.
納先

(敬称略)
確認結果

1 燃料貯蔵設備 燃料貯蔵ラック 問題なし

2 燃料移送設備 燃料移送水中台車 問題なし

3 燃料送出し設備 バスケット仮置き架台 問題なし

4 高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液供給槽A,B 問題なし

5 高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮缶A,B 問題なし

6 酸回収設備 第1酸回収系蒸発缶A 問題なし

7 酸回収設備 第1酸回収系精留塔A 問題なし

8 酸回収設備 第2酸回収系蒸発缶A 問題なし

9 酸回収設備 第2酸回収系精留塔A 問題なし

10 低レベル廃液処理設備 第1低レベル廃液蒸発缶 問題なし

11 低レベル廃液処理設備 第2低レベル廃液蒸発缶 問題なし

12
低レベル固体廃棄物
処理設備

第2チャンネルボックス切断装置A,B 問題なし

日本原燃　再処理工場

設備／機器名

原子力施設の許認可耐震計算書に係る確認結果
　（日本原燃殿再処理工場の設備）
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33 -2.原子力施設への水平展開結果

No.
納先

（敬称略）
確認結果

1 日本原電　東海第二 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

2 東京電力　柏崎刈羽7号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

3 東京電力　柏崎刈羽7号機 燃料取扱装置 燃料取替機 問題なし

4 東京電力　福島第二4 号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

5 東京電力　福島第二2号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

6 東京電力　柏崎刈羽 4 号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

7 日本原電　敦賀１号機 圧力容器　内部構造物 炉内計測案内管 問題なし

8 北陸電力　志賀１号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

9 日本原電　東海第二 圧力容器　内部構造物 中性子計測案内管 問題なし

10 北陸電力　志賀2号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

11 北陸電力　志賀2号機 使用済燃料貯蔵設備 制御棒貯蔵ハンガ 問題なし

12 東京電力　柏崎刈羽7号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

13 東京電力　柏崎刈羽5号機 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵ラック 問題なし

原子力施設の許認可耐震計算書に係る確認結果
（日本原燃殿再処理工場の設備以外）

設備 / 機器名
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 質問・コメント等 回  答 

２  （２）経験知のフィードバックが効きにくい状況について 

先行類似製品との比較評価や傾向分析の観点から経験知のフィードバックが効きにくい部分もあるが、耐震解

析に関しては、経験も豊富であり、計算結果の詳細確認により、審査の質の向上が図られると考える。 

このような観点から、経験知のフィードバックの有無にかかわらず、 

① ｢入力条件｣と「入力データを含む出力データシート」による一貫した確認の実施、 

② さらに安全上重要な施設の許認可に係る解析業務を行う場合は、別法による計算結果の確認の実施、等の改

善を図ることとしている。 

 

 

【参考資料４ 関連スライド】 
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22 -3.根本原因の究明と再発防止対策

【入力データ誤りの摘出改善(当社)】

協力会社Ⅰからの成果物（耐震計算書、設工認点検結果等）
に対する審査・承認の深さが不十分であった。

根
本
原
因

　｢入力条件｣と「入力データを含む
出力データシート」による一貫した確
認を行うことを「設計PQC」に明記し
運用する。
　さらに安全上重要な施設の許認可
に係る解析業務を行う場合は、別法
による計算結果の確認を実施するこ
とを「設計PQC」に明記し運用する。

　協力会社Ⅰの成果物

に対する審査･承認の
深さや具体的な方法を
「設計PQC」に規定し運
用中である。

今後実施する対策内容現在実施中の対策内容

再
発
防
止

対
策



4  

 

 

 質問・コメント等 回  答 

２ ４．発注者、メーカ共通の課題 

再発防止策として、簡易モデルによるク

ロスチェックという提案が示されている。

コンセプトとしては妥当な案として評価

したい。 

ただし、この簡易モデル的な扱い自体、

発注者とメーカではその内容に質的な差

異はあってよい。 

発注者側のモデルはより簡便なもので

あってよいと考える。メーカ側では計算機

ソフトがブラックボックス化することに

よるエラーの可能性を常に意識して、より

充実した簡易モデルを考えるべきであろ

う。 

再発防止策に関しては、以上のような視

点を勘案した上での策定が望ましいと考

える。 

メーカとしての簡易モデルによる確認は、ご指摘のように解析コードを用いた計算のブラックボックス化による

誤りを防止するため、比較的形状などが単純な部分などで、材料力学、振動学などの計算式による理論解と比較検

討し、解析コードにおけるモデル化、荷重の入力などが妥当であるかを確認するものと考える。 

また、パラメータの変化による感度特性や傾向の変化等を、簡易モデルにより把握し妥当性を更に確認する。 
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 質問・コメント等 回  答 

４ 資料 23-4、12 ページの「本件により問

題が拡大することを危惧し・・・」という

のは、具体的にはどのようなことが起こる

ことを危惧したのか。 

（１）当時、日本原燃殿が設工認の誤記の件で官庁から叱られていることをメール等で知っており、今回の件によ

りさらに日本原燃殿に迷惑がかかることを危惧し、誰にも報告・相談しなかったものである。 

（２）現在、協力会社Ⅰ及びⅡでは、コンプライアンス活動に取組んでおり、今後は、「言い出すことの出来る環境

作り」、「相談できる職場環境作り」の観点にも注力した活動を推進する。 

（３）現在、当社と協力会社Ⅰの相互の幹部間で定期的意見交換会を実施し、業務遂行上の問題点を共有化すると

ともに、業務円滑化のための調整や支援を行っている。今後、さらに定期的部長連絡会議を開催し一層のコミ

ュニケーション強化を図る。 

（４）また現在、当社は協力会社Ⅰにおける許認可関係業務の品質保証体制やコンプライアンス推進体制の改善指

導等を、調達先認定のための審査の機会を通じて実施している。今後、当社原子力部門が、協力会社Ⅰにおけ

る外注管理状況を含めて定期的な指導を実施する。 
 

 

 

【参考資料４ 関連スライド】 
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22 -4.根本原因の究明と再発防止対策

【入力データ誤りの摘出改善(協力会社Ⅰ及びⅡ) 】

再

発
防
止
対
策

①別法による計算結果の確認の実施を
ルール化し徹底すること等を含めたラ

　 イン審査の充実

②② 設計の再確認業務（例：設工認総点設計の再確認業務（例：設工認総点
検）において、確認者以外の者が確検）において、確認者以外の者が確
認結果を審査すべきことのルール化認結果を審査すべきことのルール化
と実行と実行

③ 監査による計算業務プロセスの改善指
導の実施

　計算機を使った計算
業務プロセスの品質管
理として、現状、以下の
管理強化を図っている。
①計算機への入力
データのダブルチェッ
　クの実施・徹底
②設工認計算書チェッ
　クシートによるチェッ　
　クと審査の実施･徹底

今後実施する対策内容現在実施中の対策内容

計算機出力に記載された入力値をチェックすることを含め、
効果的なインプットミス防止のための検討・改善が不足した。

根本

原因
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22 -5.根本原因の究明と再発防止対策

【コンプライアンス活動（協力会社Ⅰ及びⅡ）】

再
発
防

止
対
策

①「言い出すことの出来る環境作
り」、「相談できる職場環境作り」
の観点にも注力した活動を推

進する。

②コンプライアンスと技術者倫理
に係る特別教育を実施する。

　コンプライアンス活動に関
し、現状では社長を委員長
とした「コンプライアンス委
員会」の設置、「企業倫理窓

口」の設置と運用、及び当
社グループ全体の活動にも
参画するなど、各種の活動
に取り組んでいる 。

今後実施する対策内容現在実施中の対策内容

コンプライアンス意識の醸成活動、教育、職場環境の改善
活動などの推進体制が不十分であった。

根本

原因
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 質問・コメント等 回  答 

４ 資料 23-5、10 ページ、関連活動につい

て、当初の計算がある業務に関して（日本

原燃から依頼を受けたとき）、どの段階ま

で戻って再解析を行うのか。 

もし、4ページの審査承認体制ができて

いるならば、平成 9～12 年の再解析は、ゼ

ロベースから行うのであれば、設計者 B

のみで行う業務ではなかったのではない

か。 

燃料取扱装置（PWR 燃料用）の補助ホイスト改造（平成 9 年～12 年）の耐震計算においては、補助ホイストの改

造に係わるモデルの変更のみ行い、再解析を実施した。したがってゼロベースの解析ではなかったことから、原設

計を担当した設計者 B が解析を行った。当時は協力会社Ⅰにおいて、当事者以外の者が審査・承認するルールが明

確でなかった。 

日立は、設計検証として、日立提示のインプット条件や構造仕様の反映状況等は確認したものの、計算機への入

力値の確認までは実施しなかった。現在は管理ルールを規準に定め、実行の徹底が図られている。 

 

 

 

 

 

【参考資料４ 関連スライド】 
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11 -2.耐震計算に係る当社の審査・承認体制

「日立製作所 日立工場 品質保証計画書」 （昭和63年2月25日制定）

（日本電気協会「原子力発電所の品質保証指針（JEAG4101）」に基づく）

設計解析書には、設計検証ができるように解析の
目的、解析の方法、計算機の入出力等を含める。

設計解析

・原設計者（設計図書の作成者）以外のものが実施

・｢設計審査」「代替計算」「実証試験」「その他の方　

　法」のうち、｢設計審査」を含む一つ以上の方法で
　実施する。

設計検証

本件耐震計算の入力データ誤りを摘出可能な基本業務指針あり。
実務への適用の具体化は設計部署毎の運用に一任

　（管理レベルが不均一になる可能性有り）

当
　
時

1999年2月 ISO9001の認証取得等を経て管理ルールを規準に定め、実行
の徹底が図られている。

現
在
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22 -3.根本原因の究明と再発防止対策

【入力データ誤りの摘出改善(当社)】

協力会社Ⅰからの成果物（耐震計算書、設工認点検結果等）
に対する審査・承認の深さが不十分であった。

根
本
原
因

　｢入力条件｣と「入力データを含む
出力データシート」による一貫した確
認を行うことを「設計PQC」に明記し
運用する。
　さらに安全上重要な施設の許認可
に係る解析業務を行う場合は、別法
による計算結果の確認を実施するこ
とを「設計PQC」に明記し運用する。

　協力会社Ⅰの成果物
に対する審査･承認の
深さや具体的な方法を
「設計PQC」に規定し運
用中である。

今後実施する対策内容現在実施中の対策内容

再
発
防
止

対
策



7  

 

 質問・コメント等 回  答 

４ 
資料 23-5、4 ページにある、「設計者以

外のものが実施」とある、原設計者以外の

ものを指名する責任者は誰なのか。今回は

設計者が同時に責任者であった、というこ

となのか。 

 

指名責任者は、耐震計算業務に責任を有する承認権限者（主任技師）である。 

なお、設計者 Bは、協力会社Ⅱにおいても（平成 5年当時）、協力会社Ⅰにおいても（平成 8 年当時）主任技師で

あり、原設計者以外の者を指名する責任を有していたが、当時は協力会社Ⅰにおいて、当事者以外の者が審査・承

認するルールが明確でなかった。 

現在は、ダブルチェックのルールが明確化されている。 

 

 

 

 

【参考資料４ 関連スライド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13All Rights Reserved Copyright © 2007, Hitachi, Ltd.

22 -4.根本原因の究明と再発防止対策

【入力データ誤りの摘出改善(協力会社Ⅰ及びⅡ) 】

再

発
防
止
対
策

①別法による計算結果の確認の実施を
ルール化し徹底すること等を含めたラ

　 イン審査の充実

②② 設計の再確認業務（例：設工認総点設計の再確認業務（例：設工認総点
検）において、確認者以外の者が確検）において、確認者以外の者が確
認結果を審査すべきことのルール化認結果を審査すべきことのルール化
と実行と実行

③ 監査による計算業務プロセスの改善指
導の実施

計算機を使った計算業
務プロセスの品質管理
として、現状、以下の管
理強化を図っている。
① 計算機への入力デー
タのダブルチェックの実
施・徹底
② 設工認計算書チェッ
クシートによるチェックと
審査の実施･徹底

今後実施する対策内容現在実施中の対策内容

計算機出力に記載された入力値をチェックすることを含め、
効果的なインプットミス防止のための検討・改善が不足した。

根本

原因
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11 耐震計算に係る協力会社Ⅰ及びⅡにおける
審査・承認体制

協力会社Ⅰ；担当部署の規準「納入図書審査、承認チェック規準」
　　　　　　　　（平成2年12月1日制定）
　　　　　　　　作成・審査・承認の役割・チェック内容等を規定。
協力会社Ⅱ；協力会社Ⅰでの計算書等の審査・承認管理に倣っ

　　　　　　　　て本件耐震計算の審査を実施。

協力会社Ⅰ；1999年12月 ISO9001の認証取得を経て、上記の入
　　　　　力データ確認などの耐震計算の審査・承認体制に係る管
　　　　　理ルールを規準に定め、実行の徹底が図られている。
協力会社Ⅱ；耐震計算の審査・承認体制に係る管理ルールを規
　　　　　準に定め、実行の徹底が図られている。

入力データ誤りを摘出可能な業務手順の整備が不十分
（ダブルチェックなどの観点で図書の審査体制が十分ではなかった。）

当　時

現　在

-3.


